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町会長など 142 名が名を連ねている。ただ、この組織がきちんと動い
たかどうかは疑わしい。支部創立の通知に「貴下を支部役員に決定」し
たので「ご承諾の上」とあるから、そもそも役員のどこまでが創立協議
会に参加したかは不明である。栗原文書には、連盟支部関係の書類はこ
れ以外ないところからすると、形がつくられただけなのかもしれない。
			自治擁護連盟のプログラムには、さまざまな大衆運動のツールが掲げ
られているが、これらも大方はプラン倒れに終ったようだ。市民の参加
なき自治擁護運動は、戦時下という困難な状況において、関係者の利益
擁護運動の域にとどめられたと言えるだろう。このプロセスにおいて興
味を引かれるのは、女性運動のかかわりである。
			市川房枝自伝の記述を追ってみよう（市川1974）。市川房枝や金子（山
高）しげりら女性選挙権の獲得を目指すグループは、1936 年の内務省
2案が提示されたさいには、「都制問題婦人協議会」を結成し、「立案中
の東京都制案中にも、都公民として婦人を認められんことを要望」して
いた。翌年には公正な選挙を実現させようとした選挙粛正運動である「東
京愛市運動」にも積極的に参加した。この運動は、婦人愛市展覧会に
10万人が入場するほどの盛り上がりをみせた。ところが、37年の後半
からは、市川の自伝から東京の問題の記述は少なくなり、国民精神総動
員運動関係が多くなる。38 年 6月の内務省都制案については、婦選獲
得同盟、基督教婦人参政権協会、婦人参政同盟の 3団体の委員会を開
催して婦人公民権を都制に挿入することを話し合ったとされるが、公式
の申し入れなどの記載はない（東京市資料からも確認できない）。時代
の流れは、女性の選挙権獲得による参政から、戦時動員体制における政
府関係機関への直接参加──動員という形の「同権化」に向かっていっ
たようにみられる。都制運動は、国家総動員運動とは裏腹に、女性運動
との接点を失っていったと思われる。（続く）
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